
2-1 

 

2. 官民連携の取組推進に関する制度の普及啓発及び現状把握 

2.1. 都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引きの改定 

2.1.1. 令和 2 年 9 月改定 

2.1.1.1. 改定の目的 

都市再生特別措置法の一部改正により、都市再生整備計画を活用した官民連携まち

づくりの新たな制度が創設された。具体的には、滞在快適性等向上区域を都市再生整

備計画中に設定することによる、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」創出に向けた

予算・税制支援、公共空間活用に向けた手続きの円滑化等である。 

 

図 2-1 令和 2 年の都市再生特別措置法の改正内容（本業務に関わるのは赤枠部分） 

国土交通省都市局では、官民連携まちづくりに関わる実務者向けに「官民連携まち

づくりの進め方―都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き」（以下、手引き）が

公表されていたが、上記法改正の内容を反映させる必要があることから、本業務で手

引きの改定を実施した。  
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2.1.1.2. 改定のポイント 

以下に、今回の手引き改定における主なポイントを示す。 

 

（1） 全体章構成の見直し 

今回の法改正は規模が大きく、創設された制度も多かったことから、改定にあたっ

ては部分的な追記ではなく、新たな章・節を追加する対応とした。 

 

 

図 2-2 令和 2 年 9 月の手引き改定による章構成の見直し（赤部分が新設）  
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（2） 制度活用に向けた手続きフローの追加 

法改正により創設された制度はそれぞれ、活用できる主体や協議すべき対象など、

手順が異なっている。手引きは自治体職員など実務担当者向けの図書であることか

ら、これらの手続きをフロー化することで、理解が進むようにした。 

 

 

図 2-3 新たに追加したフロー（引用） 

 

2.1.1.3. 改定の実施 

改定後の冊子一式を次ページより示す。 
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2.1.2. 令和 3 年 3 月改定 

2.1.2.1. 改定の目的 

前回令和 2 年 9 月の手引き更新から、都市再生特別措置法の改正はなされていない

ものの、本業務にて全市区町村及び民間まちづくり組織を対象とした調査を実施した

結果、巻末事例集の情報更新の必要性が生じている。また、歩行者利便増進道路制度

に関した資料など、官民連携まちづくりに関連する資料が追加で公開されている動き

は見られたことから、それらを手引きに反映するため、再度の改定を実施した。 

 

2.1.2.2. 改定のポイント 

以下に、今回の手引き改定における主なポイントを示す。 

 

（1） 調査結果に基づく事例集の時点更新 

手引きの巻末は資料編になっており、都市再生特別措置法に基づく制度等（協定、

都市再生推進法人制度、提案実績など）の活用実績を一覧的に掲載している。本業務

では実施した全市区町村を対象としたアンケート調査により、一覧表が大きく更新

されたことから、手引きへ反映した。 

 

（2） 省内部署への照会による時点更新 

令和 2 年 9 月改定以降の情報として手引きに反映すべき事項の有無について、国

土交通省内に照会した結果、時点更新すべき事項があったことから、それらを本編へ

反映した。 
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（3） 表紙イラストの新規作成 

更新にあたり、令和 2 年 9 月の都市再生特別措置法一部改正の主なテーマである

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」をアピールするため、よりテーマに近づけた

イラストを新規作成した。 

 

図 2-4 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」をテーマに表紙イラストを更新 

 

2.1.2.3. 改定の実施 

改定後の冊子の内容を次ページより示す。 
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2.2. エリアプラットフォームの普及啓発を目的とした冊子の作成 

2.2.1. 冊子作成の目的 

官民連携によるまちづくりを進めるための枠組みである「エリアプラットフォーム」

の普及啓発や、実際に活動に取り組む際の参考資料とするため、パンフレットを作成し

た。 

 

2.2.2. 冊子のポイント 

以下に、冊子作成における主なポイントを示す。 

 

2.2.2.1. エリアプラットフォームを緩やかに定義することによる先進地区の幅広い抽出 

「エリアプラットフォーム」は、令和 2 年度「官民連携まちなか再生推進事業」に

おける補助対象事業者として登場した語句である。しかし、まちづくりのために官民

の様々な主体が協議・調整する枠組としては中心市街地活性化協議会や様々なまちづ

くり協議会、エリアマネジメントなど、従来から存在したものである。エリアプラッ

トフォームの要件を厳密に捉えてしまうと、冊子に掲載できる事例数も少なく、普及

啓発など冊子目的を果たすことが難しくなる。 

今回の冊子においては、エリアプラットフォームを「行政をはじめ、まちづくりの

担い手であるまちづくり会社・団体、まちづくりや地域課題解決に関心がある企業、

自治会・町内会、商店街・商工会議所等、住民・地権者・就業者などが集まって、ま

ちの将来像を議論・描き、その実現に向けた取組（＝まちづくり）について協議・調

整を行うための場」と緩やかに設定した。これにより、既往の幅広い取組を「エリア

プラットフォーム」として紹介できることとなった。 

 

2.2.2.2. 様々な読者層、様々な活用シーンに耐えられる構成の採用 

本冊子は自治体関係者のほか、企業や商店主、学生など幅広い読者が想定される。

したがって、冊子の内容や表現もそれに配慮した。 

具体的には、読者が求めるシーンに応じて読む箇所を選べるよう、コンテンツを大

きく「概要」「効果」「作り方」「進め方」「先進事例」の５つとした。また、表現もな

るべく平易なものとし、専門的な用語をできるだけ排除した。 

 

2.2.2.3. デザインの工夫 

幅広い読者が手に取り、読んでもらえるようなデザインを工夫した。全体的に柔ら

かい雰囲気を用いたグラフィックデザインを採用することで手に取るハードルを下

げたことはもちろん、説明文や画像など各素材についても、意味のつながりや流れが

自然になるような配置に留意した。  
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2.2.3. 冊子の作成 

作成した冊子を以下より示す。 
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2.3. アンケート等の調査による現況、課題、先進事例のとりまとめ 

都市再生推進法人等の民間まちづくり団体及び全国の地方公共団体を対象とするア

ンケート等の調査を実施し、その結果から課題及び先進的な取組等を把握し、冊子等の

作成に反映した。 

 

2.3.1. 事前調査 

アンケート調査に先立ち、まちづくり団体 2 社へヒアリングを行い、官民連携まち

づくりの状況やエリアプラットフォーム活動支援事業に対する意見を収集し、アン

ケート調査項目へ反映した。 

調査対象は、民間まちづくり活動促進・普及啓発活動の実施実績等から以下の①官民

連携まちづくりの中間支援的組織、②都市再生推進法人の各 1 社を対象とした。 

 

表 2-1 事前調査の概要 

項目 内容 

対象 日本都市計画家協会（1 名） アーバンデザインセンター大宮（1 名） 

方法 対面 WEB 

実施時期 2020 年 7 月 31 日 2020 年 8 月 3 日 

意見概要  エリアプラットフォームの構

築が、小さな規模の地域や団

体にとっても新たなネット

ワークづくりや資金繰りにう

まくつながるような仕組みに

なると望ましい。 

 UDCO 関係機関の状況をみると、実

態としてプラットフォームに近い状

態といえるかもしれない。 

 まちなか再生推進事業の補助対象事

業のうち、普及啓発事業は活用可能

性を感じる。 
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2.3.2. 都市再生推進法人等を対象とした調査の実施 

改正法の制度の普及啓発や官民連携によるエリアプラットフォームが構築され、ビ

ジョン実現のために取組んでいる先進的な事例を抽出するため、アンケート調査を実

施した。 

 

表 2-2  都市再生推進法人等を対象とした調査の概要 

項目 内容 

対象 エリアプラットフォームへの関連の可能性がある、都市再生推進法人

を中心としたまちづくり団体約 250 者 

方法 WEB アンケート 

実施時期 令和 2 年 10 月 30 日～令和 3 年 1 月 22 日 

有効回答数 84 
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2.3.2.1. 調査対象 

下表に示す対象者のうち、連絡が可能であった約 250 団体へ調査依頼を行い、調

査票・WEB 回答用 URL をメール配布のうえ、調査を実施した。 

 

表 2-3 調査対象 

※各分類の調査対象者数には重複している法人、団体等を含む 

  

対象の分類 調査対象者数※ 

1 都市再生推進法人 75法人（令和 2年 10月末時点） 

2 
「エリアプラットフォーム活動支援

事業」補助対象団体 

25団体（令和 2年 7月 30 日時点） 

注）補助対象 34者のうち地方公共団

体である 9 市町村は対象から除き、

後述する地方公共団体を対象とした

調査において実施した 

3 
全国エリアマネジメントネットワー

クのエリアマネジメント会員 
44会員（令和 2年 9月末時点） 

4 

ウェブサイト「エリマネこ」に掲載の

エリアマネジメント活動団体 

（出典：https://erimane.com/） 

55団体（令和 2年 9月末時点） 

5 中心市街地活性化協議会 165団体（令和 2 年 9月末時点） 

6 
全国中心市街地活性化まちづくり連

絡会議 
50団体（令和 2年 10月末時点） 

https://erimane.com/
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表 2-4 都市再生推進法人（令和 2 年 10 月末時点） 

1 札幌大通まちづくり株式会社 39 株式会社にぎわい宇部 

2 株式会社富山市民プラザ 40 株式会社街づくりまんぼう 

3 株式会社飯田まちづくりカンパニー 41 アコス株式会社 

4 株式会社まちづくり川越 42 株式会社 HYAKUSHO 

5 まちづくり福井株式会社 43 株式会社まちづくり寄居 

6 秋葉原タウンマネジメント株式会社 44 おかやま未来まちづくり株式会社 

7 牛久都市開発株式会社 45 
一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづく

り協議会 

8 草津まちづくり株式会社 46 一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター 

9 株式会社まちづくり東海 47 一般財団法人柏市まちづくり公社 

10 えきまち長浜株式会社 48 一般財団法人柏市みどりの基金 

11 田名部まちづくり株式会社 49 一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ 

12 株式会社ジェイ・スピリット 50 一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会 

13 桜井まちづくり株式会社 51 一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会 

14 柳ヶ瀬を楽しいまちにする株式会社 52 一般社団法人日比谷エリアマネジメント 

15 株式会社紀州まちづくり舎 53 一般社団法人荒井タウンマネジメント 

16 株式会社 sasquatch（サスカッチ） 54 一般社団法人美園タウンマネジメント 

17 株式会社真田堀家守舎 55 一般社団法人アーバンデザインセンター大宮 

18 株式会社ワカヤマヤモリ舎 56 一般社団法人新虎通りエリアマネジメント 

19 株式会社宿坊クリエイティブ 57 一般社団法人みんとしょ 

20 ユタカ交通株式会社 58 一般社団法人 TCCM 

21 株式会社まちづくり大津 59 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 

22 栄ミナミまちづくり株式会社 60 一般社団法人草薙カルテッド 

23 株式会社キャッセン大船渡 61 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 

24 川口都市開発株式会社 62 公益財団法人前橋市まちづくり公社 

25 高蔵寺まちづくり株式会社 63 一般社団法人 UDCKタウンマネジメント 

26 株式会社こうし未来研究所 64 一般社団法人市駅グリーングリーンプロジェクト 

27 株式会社まちみとラボ 65 一般社団法人まちづくり府中 

28 多治見まちづくり株式会社 66 一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ 

29 株式会社 PAGE 67 一般社団法人前橋デザインコミッション 

30 神戸ハーバーランド株式会社 68 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 

31 アドバンス寝屋川マネジメント株式会社 69 特定非営利活動法人南信州おひさま進歩 

32 株式会社みらいもりやま 21 70 特定非営利活動法人いいだ応援ネットイデア 

33 株式会社まちづくり岡崎 71 特定非営利活動法人砂山バンマツリ 

34 株式会社三河屋守舎 72 特定非営利活動法人愛福会 

35 新潟古町まちづくり株式会社 73 特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りた 

36 株式会社町田まちづくり公社 74 特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会 

37 株式会社テダソチマ 75 特定非営利活動法人今様草加宿 

38 御伝鷹まちづくり株式会社   
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図 5 「官民連携まちなか再生推進事業」採択団体（1/3） 
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図 6 「官民連携まちなか再生推進事業」採択団体（2/3） 
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図 7 「官民連携まちなか再生推進事業」採択団体（3/3） 
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表 2-5 全国エリアマネジメントネットワークのエリアマネジメント会員(1/2) 

全国エリマネ会員 1/2 

1 秋葉原タウンマネジメント株式会社 東京都 千代田区 

2 一般社団法人荒井タウンマネジメント 宮城県 仙台市 

3 一般社団法人淡路エリアマネジメント 東京都 千代田区 

4 梅田地区エリアマネジメント実践連絡会 大阪府 大阪市 

5 エキキタまちづくり会議 広島県 広島市 

6 一般社団法人大阪梅田エリアマネジメント 大阪府 大阪市 

7 一般社団法人大阪ビジネスパーク協議会 大阪府 大阪市 

8 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 東京都 千代田区 

9 烏丸通まちづくり協議会 京都府 京都市 

10 草津まちづくり株式会社 滋賀県 草津市 

11 栄東まちづくり協議会 愛知県 名古屋市 

12 一般社団法人ささしまライブまちづくり協議会 愛知県 名古屋市 

13 札幌駅前通まちづくり株式会社 北海道 札幌市 

14 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 東京都 渋谷区 

15 一般社団法人新虎通りエリアマネジメント 東京都 港区 

16 仙台駅東エリアマネジメント協議会 宮城県 仙台市 

17 一般社団法人遠野みらい創りカレッジ 岩手県 遠野市 

18 NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会 東京都 千代田区 

19 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 東京都 中央区 

20 千葉市中心市街地まちづくり協議会 千葉県 千葉市 

21 デポアイランド通り会 沖縄県 中頭郡 

22 一般社団法人ドレッセ WISE たまプラーザエリアマネジメンツ 神奈川県 横浜市 

23 協同組合 中之町商店会 岡山県 岡山市 

24 中之島まちみらい協議会 大阪府 大阪市 

25 長浜まちづくり株式会社 滋賀県 長浜市 

26 名古屋駅地区街づくり協議会 愛知県 名古屋市 

27 名古屋駅太閤通口まちづくり協議会 愛知県 名古屋市 

28 錦二丁目まちづくり協議会 愛知県 名古屋市 

29 博多まちづくり推進協議会 福岡県 福岡市 

30 浜松まちなかマネジメント株式会社 静岡県 浜松市 

31 広小路セントラルエリア活性化協議会 愛知県 名古屋市 

32 広島駅周辺地区まちづくり協議会 広島県 広島市 

33 一般社団法人 藤沢駅周辺地区エリアマネジメント 神奈川県 藤沢市 

34 二子玉川エリアマネジメンツ 東京都 世田谷区 
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表 2-6 全国エリアマネジメントネットワークのエリアマネジメント会員(2/2) 

全国エリマネ会員 2/2 

35 株式会社富山市民プラザ 富山県 富山市 

36 まちづくり福井株式会社 福井県 福井市 

37 NPO 法人 御堂筋・長堀 21世紀の会 大阪府 大阪市 

38 一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク 大阪府 大阪市 

39 ミナミまち育てネットワーク 大阪府 大阪市 

40 ミナミ御堂筋の会 大阪府 大阪市 

41 名駅南地区まちづくり協議会 愛知県 名古屋市 

42 横浜駅西口振興協議会 神奈川県 横浜市 

43 一般社団法人横浜みなとみらい２１ 神奈川県 横浜市 

44 NPO 法人 KAO（カオ）の会 千葉県 鎌ヶ谷市 
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表 2-7 ウェブサイト「エリマネこ」掲載団体（令和 2 年 9 月末時点）（1/2） 

「エリマネこ」掲載団体 1/2 

1 札幌駅前通まちづくり株式会社 

2 札幌大通りまちづくり株式会社 

3 一般社団法人 ニセコひらふエリアマネジメント 

4 一般社団法人遠野みらい創りカレッジ 

5 仙台駅東エリアマネジメント協議会 

6 一般社団法人荒井タウンマネジメント 

7 特定非営利活動法人とめタウンネット 

8 NPO 法人 KAO（カオ）の会 

9 NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ） 

10 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 

11 一般社団法人淡路エリアマネジメント 

12 秋葉原タウンマネジメント株式会社 

13 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 

14 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 

15 銀座まちづくり会議・銀座デザイン協議会 

16 品川シーズンテラスエリアマネジメント 

17 新虎通りエリアマネジメント協議会・一般社団法人新虎通りエリアマネジメント 

18 汐留地区街づくり連合協議会 

19 六本木ヒルズ統一管理者（森ビルタウンマネジメント事業部） 

20 一般社団法人大崎エリアマネージメント 

21 一般社団法人大崎・五反田タウンマネージメント 

22 二子玉川エリアマネジメンツ  

23 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 

24 一般社団法人まちにわひばりヶ丘 

25 一般社団法人横浜みなとみらい２１ 

26 横浜駅西口振興協議会 （神奈川県横浜市） 

27 ＮＰＯ法人 黄金町エリアマネジメントセンター 

28 一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント 

29 一般社団法人 横浜西口エリアマネジメント 

30 浜松まちなかマネジメント株式会社 

31 株式会社まちづくりとやま 

32 まちづくり福井株式会社 

33 ささしまライブ 24まちづくり協議会 

34 名古屋駅地区街づくり協議会・名駅南地区まちづくり協議会 
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表 2-8 ウェブサイト「エリマネこ」掲載団体（令和 2 年 9 月末時点）（2/2） 

「エリマネこ」掲載団体 2/2 

35 名古屋駅太閤通口まちづくり協議会 

36 錦二丁目まちづくり協議会 

37 広小路セントラルエリア活性化協議会 

38 豊田市中心市街地活性化協議会 

39 一般社団法人ＴＣＣＭ（豊田シティセンターマネジメント） 

40 高蔵寺まちづくり株式会社 

41 長浜まちづくり株式会社 

42 烏丸通まちづくり協議会 

43 梅田地区エリアマネジメント実践連絡会 

44 NPO 法人 御堂筋・長堀 21世紀の会 

45 一般社団法人大阪ビジネスパーク協議会 

46 一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ 

47 ミナミまち育てネットワーク 

48 ミナミ御堂筋の会 

49 中之島まちみらい協議会 

50 一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク 

51 一般社団法人まちのね浜甲子園 

52 高松丸亀町まちづくり株式会社 

53 博多まちづくり推進協議会 

54 We Love天神協議会 

55 一般社団法人城野ひとまちネット 
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表 2-9 中心市街地活性化協議会（令和 2 年 9 月末時点）（1/3） 

中心市街地活性化協議会 1/3 

1 島田市中心市街地活性化協議会 34 高知市中心市街地活性化協議会 

2 宇部市中心市街地活性化協議会 35 函館市中心市街地活性化協議会 

3 黒石市中心市街地活性化協議会 36 三島市中心市街地活性化協議会 

4 大田市中心市街地活性化協議会 37 東海市中心市街地活性化協議会 

5 基山町中心市街地活性化協議会 38 奄美市中心市街地活性化協議会 

6 八王子市中心市街地活性化協議会 39 三原市中心市街地活性化協議会 

7 大牟田市中心市街地活性化協議会 40 周南市中心市街地活性化協議会 

8 多治見市中心市街地活性化協議会 41 宿毛市中心市街地活性化協議会 

9 むつ市中心市街地活性化協議会 42 唐津市中心市街地活性化協議会 

10 防府市中心市街地活性化協議会 43 上田市中心市街地活性化協議会 

11 東近江市中心市街地活性化協議会 44 佐伯市中心市街地活性化協議会 

12 寄居町中心市街地活性化協議会 45 高山市中心市街地活性化協議会 

13 茨木市中心市街地活性化協議会 46 宇都宮市中心市街地活性化協議会 

14 いわき市中心市街地活性化協議会 

（平地区） 

47 小城市中心市街地活性化協議会 

15 青梅市中心市街地活性化協議会 48 旭川市中心市街地活性化協議会 

16 小林市中心市街地活性化協議会 49 高槻市中心市街地活性化協議会 

17 府中市中心市街地活性化協議会 50 十和田市中心市街地活性化協議会 

18 雲南市中心市街地活性化協議会 51 玉野市中心市街地活性化協議会 

19 伊勢市中心市街地活性化協議会 52 酒田市中心市街地活性化協議会 

20 竹田市中心市街地活性化協議会 53 津山市中心市街地活性化協議会 

21 倉吉市中心市街地活性化協議会 54 岡崎市中心市街地活性化協議会 

22 長崎市中心市街地活性化協議会 55 NPO 法人岡崎都心再生協議会 

23 田原市中心市街地活性化協議会 56 日南市中心市街地活性化協議会 

24 長井市中心市街地活性化協議会 57 沼津市中心市街地活性化協議会 

25 静岡市中心市街地活性化検討協議会 58 町田市中心市街地活性化協議会 

26 江津市中心市街地活性化協議会 59 沖縄市中心市街地活性化協議会 

27 安城市中心市街地活性化協議会 60 守山市中心市街地活性化協議会 

28 須賀川市中心市街地活性化協議会 61 姫路市中心市街地活性化協議会 

29 草津市中心市街地活性化協議会 62 水戸市中心市街地活性化協議会 

30 十日町市中心市街地活性化協議会 63 石岡市中心市街地活性化協議会 

31 土浦市中心市街地活性化協議会 64 西条市中心市街地活性化協議会 

32 熊谷市中心市街地活性化協議会 65 下関市中心市街地活性化協議会 

33 蕨市中心市街地活性化協議会 66 明石市中心市街地活性化協議会 
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表 2-10 中心市街地活性化協議会（令和 2 年 9 月末時点）（2/3） 

中心市街地活性化協議会 2/3 

67 倉敷市中心市街地活性化協議会 99 敦賀市中心市街地活性化協議会 

68 大垣市中心市街地活性化協議会 100 堺市中心市街地活性化協議会 

69 本宮市中心市街地活性化協議会 101 岩見沢市中心市街地活性化協議会 

70 上山市中心市街地活性化協議会 102 桑名市中心市街地活性化協議会 

71 山鹿市中心市街地活性化協議会 103 長岡市中心市街地活性化協議会 

72 南砺市福野地域中心市街地活性化協

議会 

104 日向市中心市街地活性化協議会 

73 釧路市中心市街地活性化協議会 105 岡山市中心市街地活性化協議会 

74 三沢市中心市街地活性化協議会 106 秋田市中心市街地活性化協議会 

75 南相馬市中心市街地活性化協議会 107 八戸市中心市街地活性化協議会 

76 鶴岡市中心市街地活性化協議会 108 藤枝市中心市街地活性化協議会 

77 川越市中心市街地活性化協議会 109 石巻市中心市街地活性化協議会 

78 豊橋市中心市街地活性化協議会 110 福島市中心市街地活性化協議会 

79 塩尻市中心市街地活性化協議会 111 稚内市中心市街地活性化協議会 

80 田辺市中心市街地活性化協議会 112 四万十市中心市街地活性化協議会 

81 小田原市中心市街地活性化協議会 113 府中市中心市街地活性化協議会 

82 大分市中心市街地活性化協議会 114 遠野市中心市街地活性化協議会 

83 半田市中心市街地活性化協議会 115 植木町中心市街地活性化協議会 

84 山形市中心市街地活性化協議会 116 松山市中心市街地活性化協議会 

85 山都町中心市街地活性化協議会 117 二本松市中心市街地活性化協議会 

86 気仙沼市中心市街地活性化協議会 118 豊川市中心市街地活性化協議会 

87 名取市中心市街地活性化協議会 119 川西市中心市街地活性化協議会 

88 弘前市中心市街地活性化協議会 120 岩国市中心市街地活性化協議会 

89 菊池市中心市街地活性化協議会 121 那覇市中心市街地活性化協議会 

90 長浜市中心市街地活性化協議会 122 越前おおの中心市街地活性化協議会 

91 諫早市中心市街地活性化協議会 123 千葉市中心市街地活性化協議会 

92 上越市（高田地区）中心市街地活性

化協議会 

124 小松市中心市街地活性化協議会 

93 上越市（直江津地区）中心市街地活

性化協議会 

125 臼杵市中心市街地活性化協議会 

94 日光市中心市街地活性化協議会 126 越前市中心市街地活性化協議会 

95 米子市中心市街地活性化協議会 127 白河市中心市街地活性化協議会 

96 中津川市中心市街地活性化協議会 128 鹿児島市中心市街地活性化協議会 

97 直方市中心市街地活性化協議会 129 北見市中心市街地活性化協議会 

98 高崎市中心市街地活性化協議会 130 帯広市中心市街地活性化協議会 
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表 2-11 中心市街地活性化協議会（令和 2 年 9 月末時点）（3/3） 

中心市街地活性化協議会 3/3 

131 浜松市中心市街地活性化協議会 151 高岡市中心市街地活性化協議会 

132 甲府市中心市街地活性化協議会 152 八代市中心市街地活性化協議会 

133 鳥取市中心市街地活性化協議会 153 松江市中心市街地活性化協議会 

134 新潟市中心市街地活性化協議会 154 滝川市中心市街地活性化協議会 

135 大田原市中心市街地活性化協議会 155 青森市中心市街地活性化協議会 

136 奈良市中心市街地活性化協議会 156 神戸・新長田中心市街地活性化協議

会 

137 伊丹市中心市街地活性化協議会 157 高松市中心市街地活性化協議会 

138 富良野市中心市街地活性化協議会 158 豊田市中心市街地活性化協議会 

139 会津若松市中心市街地活性化協議

会 

159 豊後高田市中心市街地活性化協議会 

140 利府町中心市街地活性化協議会 160 長野市中心市街地活性化協議会 

141 金沢市中心市街地活性化協議会 161 山口市中心市街地活性化協議会 

142 福井市中心市街地活性化協議会 162 出雲市中心市街地（中核都市拠点地

区）活性化協議会 

143 盛岡市中心市街地活性化協議会 163 久留米市中心市街地活性化協議会 

144 福知山市中心市街地活性化協議会 164 富山市中心市街地活性化協議会 

145 柏市中心市街地活性化協議会 165 岐阜市中心市街地活性化協議会 

146 伊賀市中心市街地活性化協議会 161 山口市中心市街地活性化協議会 

147 掛川市中心市街地活性化協議会 162 出雲市中心市街地（中核都市拠点地

区）活性化協議会 

148 久慈市中心市街地活性化協議会 163 久留米市中心市街地活性化協議会 

149 熊本市中心市街地活性化協議会 164 富山市中心市街地活性化協議会 

150 丹波市中心市街地活性化協議会 165 岐阜市中心市街地活性化協議会 
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表 2-12 全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議（令和 2 年 10 月末時点） 

全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議 

1 （株）振興いわみざわ 26 かけがわ街づくり（株） 

2 小樽駅前ビル（株） 27 （株）まちづくり藤枝 

3 （株）まちづくり八戸 28 豊田まちづくり（株） 

4 盛岡まちづくり（株） 29 （株）ＬＳＣ沼津みなみ 

5 （株）街づくりまんぼう 30 （株）まちづくり伊賀上野 

6 （株）まちづくり会津 31 （株）まちづくり東海 

7 （株）楽市白河 32 (株)まちなかラボ 

8 
（株）大田原まちづくりカンパ

ニー 
33 福知山まちづくり（株） 

9 
ＮＰＯ法人宇都宮まちづくり推

進機構 
34 （株）黒壁 

10 （株）オアシス今市 35 長浜まちづくり(株) 

11 （一財）柏市まちづくり公社 36 
堺市住宅供給公社（愛称：堺すまいまち

づくり公社） 

12 
（株）飯田まちづくりカンパ

ニー 
37 新長田まちづくり（株） 

13 （株）まちづくり長野 38 伊勢まちづくり(株) 

14 （株）まちづくり川越 39 
（一財）鳥取開発公社（鳥取市中心市街

地活性化協議会） 

15 
ＮＰＯ法人ながおか未来創造

ネットワーク 
40 

(株)街づくり山口（山口市中心市街地活

性化協議会） 

16 （株）まちづくりとやま 41 （一財）下関２１世紀協会 

17 末広開発（株） 42 （株）にぎわい宇部 

18 （株）金沢商業活性化センター 43 
高松丸亀町まちづくり(株)（高松丸亀町

商店街振興組合） 

19 まちづくり福井（株） 44 （株）まちづくり松山 

20 まちづくり武生（株） 45 ＮＰＯ法人うちぬき２１プロジェクト 

21 港都つるが（株） 46 （株）まちづくり直方 

22 （株）まちづくり佐久 47 （株）まちづくり熊本 

23 
（一財）岐阜市にぎわいまち公

社 
48 （株）大分まちなか倶楽部 

24 多治見まちづくり（株） 49 豊後高田市観光まちづくり（株） 

25 （公財）静岡市まちづくり公社 50 （一社）日向市観光協会 
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2.3.2.2. 調査項目 

調査対象とした都市再生推進法人等へ、①都市再生推進法人の実施事業及び法人指定に

関する調査※、②エリアプラットフォームに関する調査の 2 種類の調査票を配布した。配

布した調査票を以下に示す。 

※都市再生推進法人の実施事業及び法人指定に関する調査は、都市再生推進法人（75

法人）のみに配布した。 

 

（1） 都市再生推進法人の実施事業及び法人指定に関する調査（都市再生推進法人のみ） 
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（2） エリアプラットフォ―ムに関する調査 
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2.3.2.3. アンケート結果 

（1） 都市再生特別措置法第 119 条に該当する項目、事業分野 

アンケート結果のうち、各都市再生推進法人が実施している事業について、都市再

生特別措置法第 119 条の項目（参考１）に沿って分類したもの及び５つの事業分野

（参考２）に沿って分類したものを表で掲載する。 

 参考１：都市再生特別措置法第 119条における都市再生推進法人の業務の項目 

※赤字は、R2 法改正で追加された業務 

 第百十九条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、

情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 

イ 第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に

基づいて行われるもの 

ロ 立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の

整備に関するもの 

ハ 立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄

与する施設の整備に関する事業 

ニ 立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利

用土地の利用又は管理に関する事業 

ホ 立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する

事業 

二 特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。 

三 次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。 

イ 第一号の事業 

ロ 公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に

記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与する

ものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業 

四 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこ

と。 

五 第四十六第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における

公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者（所有者が二人以上いる場

合にあっては、その全員）との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。 

六 公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。 

七 都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。 

八 低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。 

九 跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。 

十 第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しく

は都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと（第三号

から第八号までに該当するものを除く。）。 

イ 滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する

施設等の整備又は管理 
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ロ 滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動 

十一  第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用

の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。 

十二  第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に

関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 

十三  第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に

関する調査研究を行うこと。 

十四  第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に

関する普及啓発を行うこと。 

十五  前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の

区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。 

 

 参考２：事業分野の分類の考え方 

【分野 A】コンテンツ・事業創出 

：新たなコンテンツの創出や収益事業の実施、事業・雇用等の創出など 

【分野 B】空間ストックの有効活用 

：低未利用地の有効活用、空きビル・空き家のリノベーション・有効活用など 

【分野 C】エリア環境の改善 

：エリアの環境の質を高める空間整備、地区の交通環境の改善など  

【分野 D】公共空間等の利活用 

：道路、公園、広場等の有効な利活用など 

【分野 E】その他 

：分野 A～Dに該当しない事業（計画づくり・ガイドライン検討など）  
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表 2-13 アンケート結果（回答数 32 団体）（1/5） 

 

 

 

 

一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号十二号十三号十四号十五号 A B C D E

協議会等の事務局運営 1 1

まちづくりイベントの実施 1 1
美化推進事業 1 1
ふ頭でのイベントの実施 1 1 1
旧芝離宮恩賜庭園でのイベントの実施 1 1 1
エリアマネジメントニュースの作成・配布 1 1
エリアマネジメントのHP作成・運用 1 1
リノベーション事業 1 1
賃貸物件における飲食事業 1 1

株式会社まちづくり大津 公共空間活用事業（なぎさカフェ等の実施） 1 1

みどりの普及啓発事業 1 1

みどりの支援事業 1 1
みどりの調査研究事業 1 1
カシニワ・フェスタの実施 1 1
旧吉田家住宅歴史公園の管理・運営【指定管理】 1 1
エコハウスの普及啓発事業（コーディネーターの派
遣）

1 1 1

イベントの企画（竹宵まつり） 1 1
環境啓発ブースの出展 1 1
環境講座の実施（講師の派遣） 1 1

広告塔、デジタルサイネージを活用した広告事業 1 1

駐車場満空案内システムの運営事業 1 1
自販機、コインロッカー事業 1 1
インフォメーションセンターの運営事業 1 1
清掃、パトロール等 1 1

公共空間における屋外広告物事業 1 1

公共空間を活用した賑わい創出事業（カフェ等の設
置）

1 1 1

コミュニケーションデザイン事業（フリーWi-Fi
サービスの展開等）

1 1

エリアマネジメント協議会との連携①（駐車場一体
運用ルールの策定）

1 1

エリアマネジメント協議会との連携②（案内誘導サ
インの表記等の統一）

1 1

一般社団法人竹芝エリア
マネジメント

株式会社宿坊クリエイ
ティブ

一般財団法人柏市みどり
の基金

特定非営利活動法人南信
州おひさましんぽ

秋葉原タウンマネジメン
ト株式会社

都市再生特別措置法119条における都市再生推進法人の業務の項目 事業分野
事業名称法人名

一般社団法人渋谷駅前エ
リアマネジメント
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表 2-14 アンケート結果（回答数 32 団体）（2/5） 

 

一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号十二号十三号十四号十五号 A B C D E

マルシェ事業（産直イベントの定例開催） 1 1 1

駐車･駐輪対策（低未利用地における駐輪場設置・
運営・管理)

1 1 1

地域交通事業（自転車シェアリング事業） 1 1
自動販売機事業（フリーWi-Fi機能搭載型の設置） 1 1
協会運営事業 1 1
拠点施設運営事業 1 1
情報交換会の定期開催 1 1
地区将来ビジョンの策定検討 1 1
公共空間（公園・道路）の利活用実験 1 1
公有地でのデジタルサイネージ広告事業 1 1
シェアサイクル事業（でらチャリ） 1 1
地区内道路でのパークレット事業 1 1 1
有料駐輪場事業 1 1
コミュニティバス事業 1 1
歩道上でのオープンカフェの整備・運営 1 1
広告事業　（ホームページバナー広告） 1 1
イベント・文化事業（屋根付き広場「ハピテラス」
等）

1 1

開業支援事業 1 1
にぎわい交流施設管理運営事業【指定管理】 1 1 1
都市利便増進協定による公共空間の利活用 1 1
リノベーション事業、エリアリノベーション 1 1 1
エリアマネジメント 1 1
再開発ビル（エスカード牛久）の管理・運営 1 1
まちづくり協議会運営事業 1 1
駅前利活用事業（まちづくりルール等の検討・策定
支援）

1 1

イベントの実施 1 1
市営駐車場・駐輪場の管理・運営【指定管理】 1 1
道路内建築物及びオープンカフェの設置 1 1 1
道路上のバナー等を活用した広告事業 1 1 1
道路空間を活用したイベントの実施 1 1
清掃活動の実施 1 1
新虎通り景観ガイドラインの策定及び運営 1 1
公共空間でのオープンカフェの整備・運営 1 1
公共空間等を活用した広告事業 1 1 1
イベント・プロモーション事業（公共空間等のス
ペース賃貸業等）

1 1 1

エリア巡回バス・レンタサイクル・駐輪場運営事業 1 1
美化・清掃、放置自転車啓発活動等 1 1
防災活動の実施 1 1
公共空間（公園・河川・道路）の緑化、美化活動の
実施

1 1 1

健康増進事業 1 1
ワークショップ、講座の実施 1 1

一般社団法人新虎通りエ
リアマネジメント

一般社団法人グランフロ
ント大阪ＴＭＯ

特定非営利活動法人砂山
バンマツリ

都市再生特別措置法119条における都市再生推進法人の業務の項目 事業分野
事業名称法人名

まちづくり福井株式会社

牛久都市開発株式会社

一般社団法人美園タウン
マネジメント

栄ミナミまちづくり株式
会社
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表 2-15 アンケート結果（回答数 32 団体）（3/5） 

 

一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号十二号十三号十四号十五号 A B C D E
まちなかイベント等の情報発信 1 1
まちなかイベント広場の管理・運営 1 1
まちなかサロン・まちなか工房等の運営・管理 1 1
まちなかイベントの支援 1 1
コミュニティサイクルの管理・運営 1 1
前橋中央イベント広場等の整備・管理 1 1
旧まちなか再生室の整備・管理 1 1
まちづくり人材育成の支援 1 1
オープンカフェ・道路内建築物設置 1 1
イベントの開催 1 1

株式会社 富山市民プラザ 自社ビルの賃貸・管理運営 1 1
ペデストリアンデッキでの物販・飲食事業 1 1 1
道路付帯物等を活用した広告事業 1 1
清掃活動等の実施 1 1
観光交流センター内にチャレンジキッチン、チャレ
ンジショップを併設したコワーキング施設を整備・
運用

1 1 1

観光交流センター内に妖怪をテーマとした空間演出
や情報発信施設、チャレンジキッチン、チャレンジ
ショップの整備、運用

1 1 1

県指定文化財大庄屋三木家住宅の一部を宿泊施設に
改修、管理、運営

1 1 1 1 1

国登録有形文化財旧辻川郵便局を宿泊施設、飲食施
設に改修、管理、運営

1 1 1 1 1

古民家・空き家を活用した店舗展開を目指す人材を
対象としたワークショップやチャレンジショップ体
験等からなるプログラムの展開により、人材の発掘
と育成を実施。

1 1

かわまちづくり 1 1
まちづくりの情報発信 1 1
委託調査事業（都市基盤、観光、防災等の調査事業
等）

1 1

タウンオペレーション事業①（HPによる情報発信事
業）

1 1

タウンオペレーション事業②（イベントの実施） 1 1
タウンオペレーション事業③（公的空間活用モデル
事業）

1 1 1

公有地でのまちなかマルシェの実施（ガンゲット） 1 1 1
ウェブマガジンの制作（TRIX　MAG） 1 1
ビジネスプランコンテストの実施 1 1
空き店舗のリノベーション事業 1 1
インキュベーション施設の運営（M-WARK) 1 1
起業支援事業（まちで起業スクール） 1 1
都市の利便性の増進（裡ミトづくり勉強会） 1 1
マンションの空き室のリノベーション事業 1 1
まちなか再生のエリアプラットフォーム運営 1 1 1 1 1
国道沿道飲食店の歩道占用許可の一括申請 1 1

岡崎まち育てセンター・
りた

一般社団法人大手町・丸
の内・有楽町地区まちづ
くり協議会

株式会社まちみとラボ

公益財団法人前橋市まち
づくり公社

一般財団法人柏市まちづ
くり公社

株式会社PAGE

都市再生特別措置法119条における都市再生推進法人の業務の項目 事業分野
事業名称法人名
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表 2-16 アンケート結果（回答数 32 団体）（4/5） 

 

 

 

一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号十二号十三号十四号十五号 A B C D E
カード事業 1 1
地域案内・防犯活動事業 1 1
まちづくりルールの策定・運用管理（自由が丘地区
街並み形成指針）

1 1

街並再生方針の提出
都市利便増進施設の管理
イベントの実施 1 1
計画策定・ワークショップ事業（公共施設の基本計
画策定など）

1 1

多世代交流・賑わい創出事業（グルッポふじどう）
【指定管理】

1 1

空き家流通促進モデル事業 1 1
新たな拠点の機能の再整備、開発事業 1 1

神戸ハーバーランド株式 煉瓦倉庫、駐車場、広場の管理運営 1 1 1

niwa+（ニワタス）施設の運営・管理（店舗整備・
テナントリーシング事業）

1 1 1

クサツココリバ（草津川跡地公園）の施設運営・管
理（店舗整備・テナントリーシング事業）

1 1 1

中心市街地公共空間賑わい創出事業（イベント（マ
ルシェ、イルミネーション等）等の実施）

1 1

東海道・草津宿テナントミックス事業（サブリース
事業）

1 1 1

中心市街地活性化協議会の事務局業務 1 1
コワーキング施設の整備・運営 1 1 1
デジタル媒体を活用した情報発信 1 1
商工会議所機関紙への記事掲載 1 1
勉強会の実施を通じて、まちづくりに対して興味を
持って積極的に関与しようとする人材の育成を図る

1 1

チャレンジショップ事業（空き店舗対策） 1 1 1
自転車シェアリング事業 1 1
情報センター事業 1 1
観光案内所事業 1 1
物販・飲食事業（産業観光館（蔵里）の管理・運
営）【指定管理】

1 1 1

駅前拠点施設（観光案内・物販等）の整備・運営 1 1
中心市街地の空き店舗活用促進・創業支援 1 1
公共空間の活用事業 1 1
通行量調査等の中心市街地に関する調査事業 1 1

株式会社HYAKUSHO エリアの活性化に関わるイベント事業等 1 1

草津まちづくり株式会社

一般社団法人前橋デザイ
ンコミッション

株式会社まちづくり川越

株式会社まちづくり寄居

株式会社ジェイ・スピ
リット

一般社団法人みんとしょ

高蔵寺まちづくり株式会
社

都市再生特別措置法119条における都市再生推進法人の業務の項目 事業分野
事業名称法人名
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表 2-17 アンケート結果（回答数 32 団体）（5/5） 

 

 

一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号十二号十三号十四号十五号 A B C D E
公共施設の管理・運営（駅自由通路・ペデストリア
ンデッキ・駅前広場・駅西駐車場・自転車駐車場）

1 1 1 1

ビル管理事業（えきまちテラス長浜のテナント運営
等）

1 1

物販、飲食事業（えきまちテラス長浜の一部で整
備・運営）

1 1

広告事業（管理施設等の壁面などの活用） 1 1
イベントの実施 1 1
近隣民間商業施設駐車場の運営管理 1 1

一般社団法人新宿副都心
エリア環境改善委員会

５Gを活用した自動運転タクシーの実証実験 1 1

えきまち長浜株式会社

都市再生特別措置法119条における都市再生推進法人の業務の項目 事業分野
事業名称法人名
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（2） エリアプラットフォームに関する調査 

アンケート結果から、各質問項目に関する団体数や回答率、自由回答等を表及びグ

ラフ形式で整理した。アンケート結果のとりまとめを以降に示す。 
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2.3.3. 官民連携の取組推進に関する制度の普及啓発及び現状把握について 

 

 都市再生推進法人概要資料の作成 

都市再生推進法人（全 75 団体）へ情報提供依頼を行い、協力いただけた 31 法人につ

いて概要資料を作成した。 

作成した資料は、リニューアルした官民連携まちなかポータルサイトにおいて、新規

に都市再生推進法人の紹介ページを立ち上げ、掲載した。 

 

 

  

一般社団法人荒井タウンマネジメント（宮城県仙台市）
長期的な価値向上を目指す民間主導のエリアマネジメント

■法人の紹介
荒井東地区の長期的
な価値向上につなが
るまちづくりを展開
するため、各種事業
を通じて、荒井東地
区の発展に寄与する
とともに、広く社会
貢献に資することを
目的とする。

■活動エリア
（約34ha）

仙台駅から6kmほ
ど東に離れた、地下
鉄東西線荒井駅の南
側に位置する荒井東
地区。区画整理事業
が実施され、震災復
興先導地区として期
待される。

法人設立年月日 2013年5月14日

指定年月日 2016年1月14日

資本金等 基金 57,000千円

株主・構成団体等
（出資割合）

民間企業(87.7％)、個人(12.3％)

職員数
5名（うち役員2名(非常勤)、常勤職
員2名、非常勤職員1名）

Basic information ■官民連携による事業推進体制

Project Hot topic

■仙台海手めぐりキャンペーン１コミュニティ形成事業・
賑わい創出事業

（収益事業・ 非収益事業 / 公有地 ・ 民有地）

２ パークマネジメントによる
官民連携事業

（収益事業・ 非収益事業 / 公有地 ・ 民有地）

３ 多機能複合施設の不動産賃貸事業
（収益事業・ 非収益事業 / 公有地 ・ 民有地）

４ 収益構造を強化する売電事業
（収益事業・ 非収益事業 / 公有地 ・ 民有地）

http://www.arai-tm.com

Tool
活用している各種まちづくり制度

制度の種類 活用 締結・活用時期

①都市再生整備計画の提案 ✔ 2017年3月7日

②道路占用許可特例制度の活用

③都市公園の占用許可特例制度の活用

④都市利便増進協定の締結 ✔ 2017年3月24日

⑤都市再生整備歩行者経路協定の締結

⑥低未利用土地利用促進協定の締結

⑦公園施設設置管理協定の締結

令和元年度仙台市市民協働事業
の一環で東日本大震災からの復
興が進む仙台東部エリアをスタ
ンプラリーをしながら巡って楽
しむ「仙台海手めぐりキャン
ペーン」を実施。主催は、当法
人が事務局を務め、仙台市若林
区及び仙台東部エリアにある交
流施設運営管理者が参加する連
絡協議会。

荒井東１号公園は、区
画整理事業の計画段階
から地域の要望を受け、
換地などの工夫により
実現した運動施設およ
び公園である。利用料
収入などを公園全体の
維持管理に充てている。

地場野菜や加工食品などを
出店する「荒井なないろマ
ルシェ」を毎月開催してい
る、また、地下鉄東西線開
業をきっかけに「あらフェ
ス」を開催。2015年以降、
地域組織との連携により企
画・運営を行っている。

地区外の休耕田を

借り受け、太陽光

発電約630KWの

FITによる売電を

実施。一定程度の

利益を確保し、事

務局運営や公益事

業などの財源の１

つになっている。

当法人が、土地を借り施設整備
した「アライデザインセンター
2」は、保育所、ミニデイサー
ビス、歯科医院、アフタース
クールなど地域での暮らしサ
ポートを行う施設誘致を行って
いる。また、地域の事前準備、
災害時の運営を行う地区避難施
設に位置づけられている。

2021年1月現在
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2.3.3.1. 地方公共団体を対象とした調査の実施 

改正法に基づく制度の普及啓発、官民連携によるエリアプラットフォームの構築及

びビジョン実現のために取組んでいる先進的な事例を抽出するため、アンケート調査

を実施した。 

表 2-18 地方公共団体を対象とした調査の概要 

項目 内容 

対象 地方公共団体（1,741 市町村） 

方法 WEB アンケート 

実施時期 令和 2 年 10 月 5 日～令和 2 年 12 月 11 日 

有効回答数 1,741（悉皆調査） 
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（1） 調査項目 

全地方公共団体へ、①都市再生推進法人の新規指定状況及び法人指定に関する調査

等、②エリアプラットフォームに関する調査の 2 種類の調査票を配布した。配布した

調査票を以下に示す。 

 

 

1） 都市再生推進法人の新規指定状況及び法人指定に関する調査等 
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2） エリアプラットフォームに関する調査 
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（2） アンケート結果 

1） 都市再生推進法人の新規指定状況及び法人指定等に関する調査結果 

アンケート結果のとりまとめを以降に示す。 
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2） エリアプラットフォームに関する調査結果 
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3） 都市再生特別措置法に基づく制度の活用実績 

アンケート結果のうち、都市再生特別措置法関連の制度の活用実績の一覧を以下

に示す。 

 

① 道路占用許可の特例の活用実績 

占用主体 
開始

年度 
道路管理者 実施事業 

新宿駅前商店街振

興組合 

H24 新宿区 オープンカフェ（食事施設）の設

置、地域ルールに則った広告の

設置 

(一社)グランフロン

ト大阪 TMO 

H25 大阪市 オープンカフェ（食事施設）の設

置、広告板・バナー広告の設置 

札幌大通まちづく

り(株) 

H25 北海道開発局 オープンカフェ（食事施設）の設

置、広告板の設置 

高崎まちなかオー

プンカフェ推進協

議会 

H25 群馬県・高崎市 オープンカフェ（食事施設）の設

置 

高崎まちなかｺﾐｭﾆ

ﾃｨｻｲｸﾙ推進協議会 

H25 群馬県・高崎市 コミュニティサイクルステー

ションの設置 

岡山市 H25 中国地方整備局 コミュニティサイクルステー

ションの設置 

新鳥取駅前地区商

店街振興組合 

H25 鳥取市 休憩施設の設置 

(一社)柏の葉アーバ

ン デ ザ イ ン セ ン

ター 

H26 柏市 休憩施設の設置、バナー広告の

設置 

新虎通りエリアマ

ネジメント協議会 

H26 東京都 オープンカフェ（食事施設）の設

置 

まちづくり福井(株) H26 福井市 オープンカフェ（食事施設）の設

置 

高岡市、（公社）高岡

市観光協会 

H26 高岡市 観光案内所の設置 

(株)まちづくり長野 H26 長野市 オープンカフェ（食事施設）の設

置 

富士見商店街協同

組合 

H26 千葉市 オープンカフェ（食事施設）の設

置、物販ブース（購買施設）の設

置、マーケット、路上パフォーマ

ンスの実施、ストリートフェス
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占用主体 
開始

年度 
道路管理者 実施事業 

の実施 バナー広告の設置 

NPO 法人ﾀｳﾝﾓｰﾋﾞﾙ

ﾈｯﾄﾜｰｸ北九州 

H26 北九州市 コミュニティサイクルステー

ションの設置 

協同組合 総曲輪

通り商盛会 

H26 富山市 休憩施設の設置、バナーフラッ

グの設置 

サイカパーキング

(株) 

H26 神戸市 コミュニティサイクルステー

ションの設置 

神戸市 H27 神戸市 オープンカフェ（食事施設）の設

置、物販ブース（購買施設）の設

置、広告板の設置 

千葉銀座商店街振

興組合 

H27 千葉市 フリーマーケットの実施 

千葉市中心市街地

まちづくり協議会 

H27 千葉市 地元特産物等販売、オープンカ

フェの実施 

ウエストリオテナ

ント会 

H27 千葉市 マルシェの実施 

パ ラ ソ ル ギ ャ ラ

リー実行委員会 

H27 千葉市 工房、オープンカフェの実施 

栄町通り商店街振

興組合 

H27 千葉市 フリーマーケット、音楽ライブ

の実施 

千 葉 都 心 イ ル ミ

ネーション実行委

員会 

H27 千葉市 ミネーションにおけるバナー広

告の設置 

(公社)千葉県観光物

産協会 

H27 千葉市 観光ＰＲイベントの実施 

セ ン シ テ ィ ビ ル

ディング管理組合 

H27 千葉市 モノレール支柱商業巻広告の設

置 

(株)まちづくり東海 H27 東海市 オープンカフェ等の実施 

姫路市 H27 姫路市 コミュニティサイクル事業 

(一財)柏市まちづく

り公社 

H28 柏市 オープンカフェ(食事施設）の設

置、広告版・バナー広告の設置 

NPO 法人 宇都宮

まちづくり推進機

構 

H29 宇都宮市 オープンカフェ事業 

r-223 H29 千葉市 千葉駅前大通りでの屋台設置 

(一社)新虎通りエリ H26 東京都 オープンカフェ及び店舗の設置
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占用主体 
開始

年度 
道路管理者 実施事業 

アマネジメント （食事・購買施設） 

多摩センター地区

連絡協議会 

H29 多摩市 オープンカフェの設置 

まちづくり協議会 H29 高崎市 オープンカフェの設置 

(一社)渋谷駅前エリ

アマネジメント 

H27 渋谷区 食事施設及び購買施設の設置 

千葉商工会議所 H30 千葉市 歩行者天国（食事施設・購買施

設） 

栄ミナミまちづく

り(株) 

H30 名古屋市・中部

地方整備局 

アーチ添加広告（市道のみ）、デ

ジタルサイネージ、シェアサイ

クルの実施 

(株)まちづくり大津 H30 大津市 食事施設・購買施設、広告塔・看

板、サイクルポートの設置 

(株 )宿坊クリエイ

ティブ 

H30 和歌山市 道路空間を活用した社会実験

（予定） 

周南市 H30 周南市 食事施設、イス、テーブル等の設

置 

(一社)TCCM H30 豊田市 広告看板の設置・管理、マーケッ

トの開催（オープンカフェ等の

設置） 

民間事業者 H30 松本市 自転車駐輪器具（サイクルポー

ト）の整備 

(一社)草薙カルテッ

ド 

H30 静岡市 食事施設等の設置、管理 

(公財)前橋市まちづ

くり公社 

R1 前橋市 食事施設、購買施設その他類す

る施設（オープンカフェ等） 

(株)バニラシティ R2 神戸市 コミュニティサイクルポート

（自転車駐車器具で自転車を賃

貸する事業の用に供するもの）

の整備・管理、オープンカフェ

（テーブル、椅子、パラソル、ベ

ンチ等） 
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② 都市公園占用許可の特例の活用実績 

占用主体 
開始

年度 
公園管理者 実施事業 

姫路市 H29 姫路市 姫路公園におけるサイクルステーション

（自転車駐車器具）の整備 

栄ミナミまちづく

り(株) 

H30 名古屋市 白川公園、裏門前公園にてシェアサイクル

ポートを設置 

(株)まちづくり大津 H30 大津市 まちなかの都市公園各所におけるサイク

ルポートの整備 

ユタカ交通(株) H30 和歌山市 まちなかの都市公園各所におけるサイク

ルポートの整備 

江東区、民間事業者 H30 江東区 まちなかの都市公園各所におけるサイク

ルポートの整備 

(一社)竹芝エリアマ

ネジメント 

R1 東京都 ライトアップイベント 

(株)Open Street R2 千葉市 シェアサイクル事業 
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③ 都市利便増進協定の締結実績 

協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

富山市、(株)まちづく

りとやま 

H24.3.29 ミスト装置、音響装

置 

(株)まちづくりとやまが

日常管理や施設を活用し

たイベントを実施 

※現：(株)富山市民プラザ

となり H31.4.1 に更新 

川越市、(株)まちづく

り川越 

H24.8.7 自転車駐車器具 サイクルポート周辺の維

持管理を実施 

北海道開発局、札幌

大通まちづくり(株) 

H25.3.28 食事施設、広告板 札幌大通まちづくり(株)

が日常管理や都市利便増

進施設を活用したイベン

トを実施 

草津市、草津まちづ

くり(株) 

H25.12.27 公園系施設（屋上広

場、管理倉庫、受水

槽）、にぎわいを創

出する施設（屋外

デッキ、テーブル、

イス） 

草津まちづくり(株)が日

常管理や都市利便増進施

設を活用したイベントを

実施 

大阪市、エヌ・ティ・

ティ都市開発(株)、三

井住友信託銀行(株)、

積水ハウス(株)、ノー

スアセット特定目的

会社、阪急電鉄(株)、

三菱地所(株)、(一社)

グランフロント大阪

ＴＭＯ 

H26.12.5 歩道関連施設、オー

プンカフェ・売店

等、広告板・バナー

広告、敷地内広告、

案内サイン、屋外ベ

ンチ、非常用電源コ

ンセント、多機能照

明柱（添架設備）、防

犯カメラ、アッパー

ライト 

維持管理、違法駐輪抑制

への取り組み、良好な景

観の保全、安全な歩行者

環境の確保 

東海市、(株)まちづく

り東海 

H28.2.16 食事施設、休憩施設

その他これらに類

するもの 

清掃、美化活動、広告物の

指導等 

草津市、草津まちづ

くり(株) 

H28.12.2 食事施設、購買施

設、休憩施設、案内

施設その他これら

に類するもの広告

塔、案内板、看板、

標識、旗竿、パーキ

清掃、美化活動、地被類・

植栽管理及び園内植栽装

飾 
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協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

ング、幕、アーチそ

の他これらに類す

るもの 

柏市、(一財)柏市みど

りの基金 

H29.2.3 食事施設、購買施設 (一財)柏市みどりの基金

が日常管理や都市利便増

進施設を活用したイベン

トを実施 

長浜市、えきまち長

浜(株) 

H29.3.14 長浜駅周辺の通路、

駐車場、広場、広告

塔、ベンチ及び街路

樹等 

日常管理業務はえきまち

長浜株式会社が実施 管

理に要する費用は財産区

分に応じて締結者間で分

担し負担 

仙台市、(一社)荒井タ

ウンマネジメント 

H29.3.24 運動広場、運動広場

付帯管理施設、運動

施設案内板 

芝生・樹木の維持管理、清

掃・点検・巡回、小規模修

繕、利用者へのマナー周

知 

大阪市、エヌ・ティ・

ティ都市開発(株)、三

井住友信託銀行(株)、

積水ハウス(株)、ノー

スアセット特定目的

会社、阪急電鉄(株)、

三菱地所(株)、一般社

団法人グランフロン

ト大阪 TMO 

H30.2.14 広告版、バナー広

告 、 オ ー プ ン カ

フェ、売店、案内サ

イン、多機能照明

柱、防犯カメラ、屋

外ベンチ、アッパー

ライト、非常用電源

コンセント、高質な

歩道空間、敷地内広

告 

都市利便増進施設及び周

辺の、維持管理の実施、違

法駐輪抑制への取り組

み、良好な景観の保全、歩

行者環境の確保 

さいたま市、(一社)

アーバンデザインセ

ンター大宮 

H30.2.20 にぎわい創出事業

のための設備、休憩

施設 

都市利便増進施設を活用

してまちのにぎわいの創

出に資するイベント等を

実施。管理に要する費用

は施設や設備ごとに締結

者間で分担し負担 

名古屋市、栄ミナミ

まちづくり(株) 

H30.3.23 デジタルサイネー

ジ、シェアサイクル

ポート、アーチ添加

広告、有料駐輪設備 

都市利便増進施設周辺の

清掃、美化活動等 

栄ミナミまちづくり H30.3.30 シ ェ ア サ イ ク ル 都市利便増進施設周辺の
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協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

(株)、三菱 UFJ 信託

銀行(株) 

ポート 巡回、点検、清掃等 

福井市、まちづくり

福井(株) 

H30.4.4 食事・購買・休憩施

設、広告塔・看板、

屋外ベンチ、花壇 

協定区域におけるイベン

ト等の管理・運営と清掃・

美化活動、プランター等

の管理 

中部地方整備局、栄

ミナミまちづくり

(株) 

H30.9.25 デジタルサイネー

ジ、シェアサイクル

ポート 

都市利便増進施設周辺の

巡回、点検、清掃等 

前橋市、(公財)前橋市

まちづくり公社 

H31.3.8 広場、広告板、案内

施設、休憩施設 

都市利便増進施設を活用

したイベントの実施と施

設の日常管理 

神戸市、神戸ハー

バーランド(株) 

H31.3.14 購買施設、食事施

設、駐車場、広場、

通路 

都市利便増進施設を活用

したイベントの実施と施

設の清掃・点検等の維持

管理 

福崎町、(株)PAGE H31.3.27 賑わい創出施設等 福崎町が(株)PAGE を指

定管理者とし(株)PAGE

が施設の運営、管理 

豊田市、(一社)TCCM R1.5.20 飲食店、ペデストリ

アンデッキ、イン

フォメーション施

設、停車場線 

広場の利用に対する PR・

事務等、都市利便増進施

設及び周辺の清掃、美化

活動、違法広告物撤去 

静岡市、(一社)草薙カ

ルテッド 

R1.7.13 常設の小規模売店、

屋外ベンチ、テーブ

ル、椅子、パラソル、

防犯カメラ（北口芝

生広場地区） 

都市利便増進施設及び周

辺の維持管理の実施、良

好な景観の保全 

静岡市、(一社)草薙カ

ルテッド 

R1.7.13 常設の小規模売店、

広告板、屋外ベン

チ、テーブル、椅子、

パラソル、プラン

ター（南口イベント

広場地区） 

都市利便増進施設及び周

辺の維持管理の実施、良

好な景観の保全 

渋谷区、(一社)渋谷駅

前エリアマネジメン

ト 

R1.10.10 公衆便所、広告物、

コインロッカー、カ

フェ及び観光案内

清掃サービスレベル向上

事業を協力して実施する

ことにより一体的な管理
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協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

所、バス定期券発売

所及びバス案内所、

道路通行空間 

を行う 

静岡市、御伝鷹まち

づくり(株) 

R1.10.16 常設店舗、オープン

カフェ施設等 

清掃美化活動、安全な通

行の確保 

 

④ 都市再生歩行者経路協定の締結実績 

協定締結者 締結日 都市利便増進施設 日常管理に関する事項等 

福岡市、九州旅客鉄

道(株)、(株)西日本シ

ティ銀行、(株)TAK

プロパティ 

H23.9.30 地下通路(延長 60

ｍ・幅員 6ｍ、地上

出入口) 

九州旅客鉄道（株）等が通

路の開閉・保守工事等を

含む日常の管理業務を実

施 

港区、東京都、東京都

島嶼町村一部事務組

合、(株)アルベログラ

ンデ 

R2.9.10 昇降施設、歩行者

デッキ、民間施設内

通路等 

協定締結者間で費用負担

等の管理区分を定め、日

常の管理業務を実施 

 

⑤ 都市再生整備歩行者経路協定の締結実績 

協定締結者 締結日 
都市利便

増進施設 
日常管理に関する事項等 

えきまち長浜(株)、

長浜市、(株)平和堂、

JR 西日本(株)ほか

土地所有者等 14 名 

H29.12.28 ペデスト

リ ア ン

デッキ、駅

自由通路

等 

各施設の財産区分に基づき各々が

日常管理を実施。ただし、市の財産

区分及び都市再生推進法人の管理

施設については、都市再生推進法人

が日常管理を実施 

 

⑥ 低未利用土地利用促進協定の締結実績 

実績なし 
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⑦ 都市再生推進法人等による都市再生整備計画の提案実績 

提案者 提案日 提案内容 

札幌大通まちづく

り(株) 

H25.1.29 都市利便増進協定に関する事項、道路占用許可

の特例に関する事項 

まちづくり福井(株) H25.12.19 道路占用許可の特例に関する事項 

（一社）グランフロ

ント大阪 TMO 

H26.10.15 都市再生整備計画うめきた先行開発地区の変更

を提案 

（一財）柏市まちづ

くり公社 

H27.12.25 道路占用許可の特例に関する事項 

草津まちづくり(株) H28.4.20 都市利便増進協定の締結について 

えきまち長浜(株) H28.11.28 都市利便増進協定に関する事項、都市再生整備

歩行者経路協定に関する事項 

（一財）柏市みどり

の基金 

H28.12.22 北柏周辺地区の公園及び緑地を活用し，魅力あ

る公園づくりや地域コミュニティの再生を目標

にエリアマネジメントを実施 

（一社）荒井タウン

マネジメント 

H29.3.7 民間が公園内に運動施設を設置し、その収益に

よって公園全体の維持管理を行うことで、魅力

ある公園空間の創出やまちの交流・にぎわいづ

くりに寄与 

（一社）新虎通りエ

リアマネジメント 

H29.10.10 地域のにぎわい創出に資する活動を継続・拡大

するための、道路占用の特例制度活用 

（一社）グランフロ

ント大阪 TMO 

H29.12.12 前計画（H25～H29 年度）を継承した都市再生整

備計画案を提案（期間：H3～R4 年） 

（一社）アーバンデ

ザインセンター大

宮 

H29.12.26 都市利便増進協定制度の活用 

栄ミナミまちづく

り(株) 

H30.3.1 デジタルサイネージ事業、有料駐輪場事業、シェ

アサイクル事業、アーチ添加広告事業の実施 

（一社）TCCM H30.5.2 道路占用の特例区域、都市利便増進協定につい

て 

(株)まちづくり大津 H30.6.21 道路占用許可特例、都市公園占用許可特例活用

（シェアサイクルポートの設置） 

（一社）渋谷駅前エ

リアマネジメント 

H30.10.1 官民連携した魅力ある公共空間（にぎわいのあ

る地下歩行者空間）の整備・活用・管理を図るた

め、道路占用許可の特例を活用した食事施設及

び購買施設の設置 

まちづくり福井(株) R1.12.23 河川敷地占用許可の特例制度の活用 

(株)町田まちづくり R2.3.30 道路占用許可の特例に関する事項 
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提案者 提案日 提案内容 

公社 

（一社）二子玉川エ

リアマネジメンツ 

R2.7.1 まち、都市公園、河川敷が一体となった地域のに

ぎわいの創出 啓発活動等による地域の防災意

識と自然環境の保全意識の向上 

 

⑧ 市町村都市再生協議会の設立実績 

協議会名 自治体 設立年度 

田名部まちなか再生協議会 青森県むつ市 H24 

長井市都市再生整備計画検討委員会 山形県長井市 H25 

土佐市都市再生協議会 高知県土佐市 H26 

五泉市都市再生協議会 新潟県五泉市 H27 

宇部市都市再生推進協議会 山口県宇部市 H27 

高知市都市再生協議会 高知県高知市 H27 

飯塚市地域連携都市政策協議会 福岡県飯塚市 H27 

鯖江市都市再生協議会 福井県鯖江市 H27 

花巻市都市再生協議会 岩手県花巻市 H27 

熊本市多核連携都市推進協議会 熊本県熊本市 H27 

周南市都市再生推進協議会 山口県周南市 H27 

水戸市都市再生協議会 茨城県水戸市 H28 

春日部市都市再生協議会 埼玉県春日部市 H28 

市原市都市再生協議会 千葉県市原市 H28 

竹原市都市再生協議会 広島県竹原市 H28 

福山市都市再生協議会 広島県福山市 H28 

府中市都市再生協議会 広島県府中市 H28 

丸亀市都市再生協議会 香川県丸亀市 H28 

南国市都市再生協議会 高知県南国市 H28 

彦根市都市再生協議会 滋賀県彦根市 H28 

秋田市都市再生協議会 秋田県秋田市 H29 

早島町都市再生協議会 岡山県早島町 H29 

直方市都市再生協議会 福岡県直方市 H29 

吉岡町都市再生協議会 群馬県吉岡町 H29 

古平町都市再生協議会 北海道古平町 H30 

長万部まちづくり推進会議 北海道長万部町 H30 

四万十市都市再生協議会 高知県四万十市 H30 

鹿島市都市再生協議会 佐賀県鹿島市 R1 

益城町都市再生協議会 熊本県益城町 R1 
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協議会名 自治体 設立年度 

鞍手町都市再生協議会 福岡県鞍手町 R2 

 

⑨ 滞在快適性等向上区域の設定実績 

区域名称 自治体 指定年度 

JR 東貝塚駅西側地区滞在快適性向上区域 大阪府貝塚市 R2 

なんば駅周辺地区（都市再生整備計画区域内の見

込地） 

大阪府大阪市 R2 

あべの筋周辺地区（都市再生整備計画区域内の見

込地） 

大阪府大阪市 R2 

水都大阪再生地区（都市再生整備計画区域内の見

込地） 

大阪府大阪市 R2 

栄ミナミ地区歩道空間 愛知県名古屋市 R2 

西鉄柳川駅周辺地区 福岡県柳川市 R2 

沖端水天宮周辺地区 福岡県柳川市 R2 

小倉駅周辺区域 福岡県北九州市 R2 

池袋地区 東京都豊島区 R2 

都市計画道路 氷川緑道西通線 埼玉県さいたま市 R2 

小杉駅周辺地区 神奈川県川崎市 R2 

木更津駅周辺地区 千葉県木更津市 R2 

神戸都心ウォーターフロント地区（第 2 期） 兵庫県神戸市 R2 

ウォーカブルエリア 広島県福山市 R2 

JR 三重町駅周辺地区 大分県豊後大野市 R2 

霧島市国分中央地区(第 3 期) 鹿児島県霧島市 R2 

 

⑩ 都市再生整備計画における路外駐車場の配置及び規模の基準の策定実績 

実績なし 

 

⑪ 都市再生整備計画における駐車場出入口制限道路の指定実績 

実績なし 

 

⑫ 都市再生整備計画における集約駐車施設の位置及び規模の指定実績 

実績なし 

 

⑬ 公園施設設置管理協定制度の活用実績 

実績なし 
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⑭ 河川敷地占用許可制度を活用するため都市再生整備計画に河川敷地の利用について

記載した実績 

占用主体 区域指定日 河川管理者 実施事業 

笠松町 H26.3.24 国土交通省中

部地方整備局 

サイクリングロード整備事業 

函南町 H30.2.1 国土交通省中

部地方整備局 

広場及び広場と一体をなす売

店、案内所等 

（一社）大崎エリ

アマネージメン

ト 

H30.4.1 東京都 ケータリングカーの出店および

各種イベント 

まちづくり福井

(株) 

R2.6.1 福井県 河川敷を活用したイベント等 

（一社）二子玉川

エリアマネジメ

ンツ 

R2.10.12 国土交通省関

東地方整備局 

飲食施設の管理運営、アウトド

アオフィス事業の管理運営 

 

⑮ 交付対象事業を含まない都市再生整備計画の策定実績 

地区名 
策定 

年月 
自治体 活用する官民連携制度 

うめきた先行開発地

区 

H24.10 大阪府大阪市 道路占用許可の特例、都市利便

増進協定 H30.2 

岡山駅東口地区 H25.3 岡山県岡山市 道路占用許可の特例 

神戸都心・ウォー

ターフロント地区 

H26.8 兵庫県神戸市 道路占用許可の特例 

千葉都心地区 H26.9 千葉県千葉市 道路占用許可の特例 

新宿駅周辺地区 H28.4 東京都新宿区 道路占用許可の特例 

北柏周辺地区 H28.12 千葉県柏市 都市利便増進協定 

荒井東地区 H29.3 宮城県仙台市 都市利便増進協定 

環状第二号線周辺地

区（第 2 期） 

H30.3 東京都港区 道路占用許可の特例 

栄・伏見・大須地区 H30.3 愛知県名古屋市 道路占用許可の特例、都市公園

占用許可の特例、都市利便増進

協定 

※令和 2 年 10 月末現在、計画

変更に伴い補助対象事業を含

む 

渋谷駅周辺地区 H30.11 東京都渋谷区 道路占用許可の特例、都市利便

増進協定 
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地区名 
策定 

年月 
自治体 活用する官民連携制度 

江東区コミュニティ

サイクル推進地区 

H30.11 東京都江東区 都市公園占用許可の特例 

神戸ハーバーランド

地区(第 2 期) 

H31.2 兵庫県神戸市 道路占用許可の特例、都市利便

増進協定 

※令和 2 年 10 月末現在、計画

変更に伴い補助対象事業を含

む 

横浜市コミュニティ

サイクル推進地区 

R1.9 神奈川県横浜市 都市公園占用許可の特例 

二子玉川駅周辺地区 R2.10 東京都世田谷区 河川敷地占用許可の特例 
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2.3.3.2. アンケート結果を踏まえたヒアリング 

都市再生法人等、市町村によるアンケート調査結果から、下表に示すエリアプラット

フォームを先進事例とし、ヒアリングを実施した。 

 

表 2-19 アンケート結果を踏まえたヒアリングの概要 

対象 方法 実施時期 意見概要 

寄居町中心市街地

活性化エリアプ

ラットフォーム 

WEB 
令和 2 年 

12 月 4 日(金) 

 まちづくりに当たって、各主

体が離合集散のような形で、

必要な時だけ集まれば良いと

いう緩さがあった方が、若い

方の動きとしては合っている

と感じた。若手が動く場合に

はエリアプラットフォームの

形式がマッチすると思う。 

熊谷まちなか再生

エリアプラット

フォーム 

WEB 
令和 2 年 

12 月 7 日（月） 

 エリアプラットフォームの連

携強化に取り組んでおり、地

元大学に新設される学部にア

ポを取っている状態。卒業制

作や卒業論文のテーマにも

なっていて良い循環になって

いる。 

錦二丁目エリアプ

ラットフォーム 
WEB・対面 

令和 2 年 

12 月 8 日（火） 

 これまでのまちづくりに、外

の企業や技術をうまく取り込

みながらまちづくりを進めて

行く必要があった。そのため

の適切な基盤として、今回エ

リアプラットフォームを立ち

上げた。 

前橋市アーバンデ

ザイン協議会 

WEB・ 

対面 

令和 2 年 

12 月 11日(金) 

 本協議会では、ビジョン作り

込みの前段から官と民で在り

方・作った後をどうするかに

ついて話をしながら進めてき

たというのが、大きな特徴で

ある。 

カミハチキテル-

HEART OF 

HIRPSHIMA- 

WEB 
令和 2 年 

12 月 14日(火) 

 これまでの各企業有志の個人

参加者等で勉強会を実施して

きたが、エリアの多数の企業
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対象 方法 実施時期 意見概要 

が将来像を検討し、実現に向

けたアクションが必要と考

え、エリアプラットフォーム

を組織した。 

美しが丘次世代

ネットワーク情報

連絡会 

WEB 
令和 2 年 

12 月 21日(月) 

 意見交換の場を通じて活動の

ヒントを得たり、新たな取り

組みを地域の方々に根回しす

る際に連合自治会や商店会の

代表と直接コンタクトを取れ

るエリアプラットフォームの

場は絶好の機会である。 

 

  



 

 2-199 

2.4. 情報発信などの普及啓発方策検討 

2.2 エリアプラットフォームの普及啓発を目的とした冊子の作成及び、2.3 アンケート

等の調査による現況、課題、先進事例のとりまとめを踏まえ、エリアプラットフォーム

及び都市再生推進法人等の多様な活動について、最新の情報を収集及び整理し、国土交

通省ウェブサイトの更新を行った。 

ウェブサイトの更新にあたり、閲覧者の利用ケースを想定し、ニーズに応じた情報提

供ができるようサイト構成の再構築や、今後の法改正による新たな制度について理解を

醸成し、活用が促進されるよう新規項目の立ち上げを行った。 

 

 

図 8 リニューアルしたポータルサイト 

 


